
質問回答

2014年 8月 11日
「案件名：2014年度案件別事後評価：パッケージ III-2（インド、マケドニア、トルコ、ウクライナ）」
（公示日：2014年 7月 30日／公示番号：140592）について、以下のとおり質問いたします。

通番号 当該頁項目 質問 回答

1 P12 「（2）現地調査」の「エ。暫
定評価内容に関する実施機関と

の協議及びコメントの取り付け」

業務指示書では、現地調査期間中に JICA 現地
事務所との協議が想定されています。一方、マケ

ドニア案件とウクライナ案件は所管する JICA 事
務所が他国にあるため、所管する事務所を訪問

すると、現地調査日数を圧迫する恐れがあり、か

つ国際航空運賃も大幅な増額が見込まれます。

E メール等の手段を利用して、現地調査報告や
意見交換を行うことで、現地事務所の訪問を代替

することは適切でしょうか？

ウクライナ案件については、所管するフランス事

務所とは要すれば TV 会議等を用いた現地調査
報告や意見交換の実施を想定しております。

マケドニア案件については、可能な限り現地調査

後に所管するバルカン事務所（在セルビア）訪問

（計 2回）を想定していただければと思います。

2 別添 【事後評価業務に関する

排除者条項】

弊社は、2008年 1月末より同 9月上旬まで、国
際協力銀行（当時）と業務委託契約を締結し、ト

ルコの円借款案件に関連する支援業務を実施し

ました。支援業務には、トルコ「ボジュイク・メケジ

ェ道路改良事業」を含む円借款事業 4案件（いず
れも既往案件）に関する情報収集が含まれてい

ました。

具体的な TORは以下のとおりです。
1．オンゴーイング円借款案件監理に係わる情報
収集及び現地での実施促進支援

事後評価業務に関する排除者条項については、

原則として①～④の条項に該当する「法人・個

人」が排除されるため、担当者が退社していたと

しても当該法人は排除されます。

上記を念頭に置いたうえで、プロポーザルのご提

出をお願いいたします。ご照会の調査が排除者

条項に該当するか否かの個別の判断について

は、御社が契約交渉順位第一位となった際に業

務内容・実績を確認することと致します



2．新規円借款候補案件の発掘形成に係わる情
報収集

3．主に円借款業務の観点から現地 ODA タスク
フォースの活動フォロー

4．その他、JBICと JICA との連携促進に資する
現場レベルでの作業の実施

上記業務の担当者は本業務後退社（契約を終

了）しており、今回の事後評価業務にも従事する

ことはありません。当時の担当業務はいわゆるコ

ンサルタントが会社として契約で行う計画策定、

基本設計、詳細設計、施工監理、調達管理には

該当しない包括的な実施促進業務です。以上の

ような事実関係において、弊社は法人としての排

除者条項に該当するでしょうか？

3 インド「地方電化事業」の事業対

象地域

本業では、インド「地方電化事業」の事後評価に

ついてはサイト実査および受益者調査（サンプル

数 150程度）を実施することとなっています。一
方、上記事業の公開情報としは事業事前評価表

がありますが、それには対象地域については、

「アンドラ・プラディシュ州、マディア・プラディシュ

州、マハラシュトラ州の 3州」との情報しかなく、各
州における具体的な対象地域の情報の記載があ

りません。対象 3州は 89万平方メートル（日本の
約 2.4倍の面積）の広大な面積で、具体的な対象
地域（少なくとも県レベルの地名）に関する情報な

しには、プロポーザルでのサイト実査および受益

本パッケージの業務指示書を受領した企業に対

し、本事業対象地域名（県名及び地区名）が判別

できる資料を別途配布します。



者調査方針・計画の提案、および受益者調査費

用を含む現地調査費用の見積もりが困難です。

したがって、上記事業については、対象 3州にお
けるより具体的な対象地域（少なくとも県レベル

の地名）の情報の提供を要請いたします。

4 インド「地方電化事業」の事業対

象地域

上記の質問に関して、仮に具体的な対象地域（少

なくとも県レベルの地名）の情報が提供いただけ

ない場合、サイト実査および受益者調査の見積も

りが困難です。

その場合、競争の公平性の観点から、少なくとも

インド「地方電化事業」の受益者調査費用につい

ては、旅費（航空賃、日当宿泊料等、特別手当）

の扱いと同様に、価格見積もりの評価対象外（別

見積もり）としていただきたく要請いたします。

上記 2の情報をご参照ください。

以上


